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わたしの

見てある記見てある記

18.  3.  1

豊
か
な
保
育
者
が
、
自
宅
の
一
部

を
開
放
し
、
家
庭
的
な
雰
囲
気
の

も
と
で
、
少
数
の
子
ど
も
を
預
か

る
制
度
で
す
。

　
【
募
集
人
員
】
１
人

　
【
対
象
】次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
方
。
①
保
育
士
、
看
護
師
、

の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
保

育
経
験
の
あ
る
方
②
市
内
居
住
の

満　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
方
③
家

２５

６２

庭
に
６
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
の
い

　

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現

在
、
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
を
お
持

ち
の
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
使
用

し
な
く
な
っ
た
り
、
所
有
者
が
変

わ
っ
た
バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
等
は
、

４
月
１
日
ま
で
に
取
扱
窓
口
で
廃

車
ま
た
は
所
有
者
変
更
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
軽
自

動
車
税
は
月
割
課
税
制
度
が
あ
り

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
【
取
扱
窓
口
】原
動
機
付
自
転

車（
１
２
５
㏄
以
下
の
バ
イ
ク
）・

小
型
特
殊
自
動
車
＝
課
税
課
（
市

役
所
２
階
）
▼
１
２
５
㏄
を
超
え

る
バ
イ
ク
＝
多
摩
自
動
車
検
査
登

録
事
務
所
（
国
立
市
北
３
ノ　

ノ
３０

３
、
�
０
５
０
・
５
５
４
０
・
２

０
３
３
▼
軽
自
動
車
＝
軽
自
動
車

検
査
協
会
多
摩
支
所
（
国
立
市
北

３
ノ　

ノ　

、
�
０
４
２
・
５
２

２７

１１

５
・
４
３
６
０
）

　

※
１
２
５
㏄
以
下
の
バ
イ
ク
で
、

標
識
等
が
な
く
、
廃
車
手
続
き
が

済
ん
で
い
な
い
方
も
ご
連
絡
く
だ

　
「
所
得
税
」
の
確
定
申
告
は
東
村
山
税
務
署
へ
、「
市
民
税
・
都

民
税
」
の
申
告
は
市
役
所
へ
。
い
ず
れ
も
３
月　

日（
水
）ま
で
に

１５

申
告
し
て
く
だ
さ
い
（
土
曜
・
日
曜
日
は
お
休
み
）。

　

申
告
は
郵
送
で
も
で
き
ま
す
。
申
告
書
を
郵
送
す
る
方
で
「
控

え
」
が
必
要
な
方
は
、
返
信
用
の
切
手
を
張
っ
た
封
筒
を
同
封
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
各
会
場
と
も
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

あ
り
ま
せ
ん
が
、
市
民
税
・
都
民

税
で
は
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
）

　
（
３
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

１８

内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
や
家
屋
敷
を
有
す
る
方

申
告
の
必
要
が
な
い
方

　
（
１
）「
申
告
が
必
要
な
方
」
の

（
１
）
〜
（
３
）
に
該
当
す
る
方
で

も
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
税

務
署
に
提
出
し
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

済
み
の
方

　
（
３
）給
与
所
得
者
の
妻
な
ど
で
、

同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

方
　
（
４
）　

年
中
か
ら
継
続
し
て
、

１７

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

前
年
中
に
収
入
の 

な
か
っ
た
方
も
申
告
を

　

前
年
（　

年
）
中
に
、
病
気
･

１７

失
業
・
学
生
等
の
理
由
で
収
入
の

な
か
っ
た
方
も
、
申
告
書
裏
面
の

「
収
入
の
な
か
っ
た
方
へ
」に
そ
の

　

申
告
と
相
談
は
市
役
所
課
税
課

市
民
税
係
（
市
役
所
２
階
、
内
線

２
３
３
３
〜
２
３
３
７
）
へ
。

　

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
休

み
で
す
。

申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

１８

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

　
（
２
）
給
与
所
得
者
の
方
で
も
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

②
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
る
方
③　

年
中
に
退
職
し
、

１７

　

年
１
月
１
日
現
在
就
職
し
て
い

１８な
い
方
④
給
与
の
ほ
か
に
地
代
、

家
賃
、
原
稿
料
、
年
金
、
配
当
な

ど
の
所
得
が
あ
っ
た
方
（
所
得
税

で
は
、
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が　

万
円
以
下
の
方
に
つ

２０

い
て
は
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が

滝
山
の
各
出
張
所
に
も
用
意
し
て

あ
り
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
書
▽
源
泉
徴
収
票
・
収
入

証
明
書
な
ど
前
年
中
の
収
入
金
額

の
分
か
る
書
類
▽
社
会
保
険
料
・

生
命
保
険
料
･
損
害
保
険
料
・
医

療
費
等
の
各
控
除
を
受
け
る
場
合

は
、
前
年
中
に
支
払
っ
た
証
明
書

ま
た
は
領
収
書
▽
国
民
健
康
保
険

税
・
国
民
年
金
で
前
年
中
に
支

払
っ
た
領
収
書
等
▽
障
害
を
お
持

ち
の
方
は
障
害
者
手
帳
ま
た
は
証

明
書
▽
印
鑑

　

年
度
課
税（
非
課
税
）

１８証

明

書

の

発

行

　
　

年
度
（　

年
分
所
得
）
の
課

１８

１７

税
（
非
課
税
）
証
明
書
の
発
行
は
、

当
初
賦
課
決
定
後
（
毎
月
の
給
与

の
み
か
ら
市
民
税
・
都
民
税
が
差

し
引
か
れ
る
方
は
５
月　

日
ご
ろ
、

１０

そ
の
ほ
か
の
方
は
６
月　

日
ご

１２

ろ
）
に
な
り
ま
す
。

さ
い
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係

（
内
線
２
３
３
１
・
２
３
３
２
）
へ
。

軽
自
動
車
税
Ｑ
＆
Ａ

　

Ｑ　
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知

書
や
督
促
状
が
送
ら
れ
て
き
ま
す

が
、
も
う
２
、
３
年
前
か
ら
所
有

し
て
い
ま
せ
ん
。
ど
う
し
た
ら
よ

い
で
す
か

　

Ａ　
軽
自
動
車
税
は
、そ
の
年
の

４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

さ
れ
ま
す
。
今
は
不
使
用
で
も
、

廃
車
手
続
き
を
し
な
い
と
、
登
録

さ
れ
た
ま
ま
に

な
り
ま
す
。
標

識
（
原
動
機
付

自
転
車
）
を
お

持
ち
の
場
合
は

そ
れ
を
持
参
し

て
、
課
税
課
（
市
役
所
２
階
）
で

廃
車
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
盗
難
な
ど
で
標
識
が
な
い

場
合
は
そ
の
旨
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。
原
動
機
付
自
転
車
以
外
の
バ

イ
ク
や
軽
四
輪
自
動
車
は
国
立
市

に
あ
り
ま
す
多
摩
自
動
車
検
査
登

録
事
務
所
ま
た
は
軽
自
動
車
検
査

協
会
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
　

Ｑ　
原
動
機
付
自
転
車
が
盗
ま

れ
た
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
手

続
き
が
必
要
で
し
ょ
う
か

　

Ａ　
ま
ず
、警
察
に
盗
難
届
を
提

出
し
、
そ
の
後
、
課
税
課
で
廃
車

の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続

き
の
際
に
は
、
盗
難
届
の
受
理
年

月
日
・
届
け
た
警
察
名
・
受
理
番

号
を
控
え
て
、
印
鑑
、
身
分
証
明

書
等
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

廃
車
の
手
続
き
を
行
い
ま
せ
ん

と
、
登
録
さ
れ
た
ま
ま
に
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

手続きの種類と必要な書類など（原動機付自転車、小型特殊車）

申告に必要なもの

申告の内容 譲 渡
証 明 書

廃車申告
受 付 書

販 売
証 明 書

標　 識
(ナンバー
プレート）

標識交付
証 明 書

印 鑑 
または
免 許 証

○○新 規 購 入新

規

登

録

○○廃車手続済み転
入 ○○○未 廃 車

○○○廃車手続済み譲
渡 ○○○○未 廃 車

○○○廃　　　車

　

申
告
と
相
談
は
東
村
山
税
務
署

（
〒
１
８
９
―
８
５
５
５
、東
村
山

市
本
町
１
ノ　

ノ　

、
�
０
４
２
・

２０

２２

３
９
４
・
６
８
１
１
）
へ
。

　

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
お

休
み
で
す
。

確
定
申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
、

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
方
、
土

地
・
建
物
等
や
ゴ
ル
フ
会
員
権
お

よ
び
株
式
等
を
譲
渡
し
た
方
な
ど

で
、　

年
中
の
各
種
所
得
の
合
計

１７

額
か
ら
所
得
控
除
額
を
差
し
引
い

た
金
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た

税
額
が
、
配
当
控
除
額
、
年
末
調

整
に
か
か
る
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
額
お
よ
び
定
率
減
税
額
の
合

計
額
よ
り
多
い
方

　
（
２
）
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す

る
方
。
①
給

与
の
年
収
が

２
０
０
０
万

円
を
超
え
る

方
②
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
る
方
で
、
従
た
る
給
与
等

の
金
額
と
給
与
以
外
の
所
得
と
の

合
計
額
が　

万
円
を
超
え
る
方
③

２０

給
与
以
外
の
所
得
が　

万
円
を
超

２０

え
る
方
④
同
族
会
社
の
役
員
等
で
、

そ
の
法
人
か
ら
貸
付
金
の
利
子
や

不
動
産
の
賃
貸
料
な
ど
の
支
払
い

を
受
け
て
い
る
方
な
ど
⑤
家
事
使

用
人
や
在
日
外
国
公
館
に
勤
務
す

る
方
お
よ
び
国
外
で
支
払
い
を
受

け
る
給
与
等
の
あ
る
方
で
、
源
泉

徴
収
が
行
わ
れ
な
い
給
与
等
の
支

払
い
を
受
け
て
い
る
方

　
（
３
）老
年
者
控
除
等
の
廃
止
に

伴
い
、　

年
か
ら
公
的
年
金
等
か

１７

ら
源
泉
徴
収
税
額
を
引
か
れ
て
い

る
方
、
年
金
を
２
カ
所
以
上
か
ら

受
け
て
い
る
方
は
確
定
申
告
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

確
定
申
告
を
す
る
と 

税

金

が

戻

る

方

　
（
１
）医
療
費
を
多
く
支
払
っ
た

旨
を
記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ
て
い

る
場
合
は
除
く
）。

　

※
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

や
介
護
保
険
料
の
算
定
の
基
礎
資

料
と
な
り
ま
す
。

市
民
税
・
都
民
税
の 

申
告
書
が
届
か
な
い
方
へ

　

申
告
書
は
、
申
告
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
方
に
郵
送
し
ま

し
た
が
、
該
当
す
る
方
で
届
か
な

い
方
は
、
課
税
課
市
民
税
係
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
告

書
は
、
上
の
原
・
ひ
ば
り
が
丘
・

※法人の場合は、会社の「社印」および「代表者印」を押印してください。 
※廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合、２００円の弁償金を納めていただきます。
※盗難で廃車の場合は、警察に「盗難届の受理番号」を確認してください。
※本人以外（代理人）の方は、委任状が必要になります。 

な
い
方
④
保
育
専
用
ス
ペ
ー
ス
と

し
て
９
・
９
平
方
㍍
（
６
畳
）
以

上
を
１
階
に
有
す
る
こ
と

　
【
申
し
込
み
方
法
】
提
出
書
類

（
履
歴
書
・
資
格
証
明
書
の
写
し
）

を
保
育
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
受

け
付
け
後
、
名
簿
登
録
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
係
�　

・
７０

７
７
４
５
へ
。

所　

得　

税

所
得
税
、
市
民
税
･
都
民
税
の
申
告
は 

３
月　

日
ま
で（
郵
送
で
も
申
告
で
き
ま
す
）

１５

税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

おおおおおおおおおおおおおお 願願願願願願願願願願願願願願 いいいいいいいいいいいいいいお 願 い
　市役所でお受けできる確定申告は次のも

のに限らせていただきます。

　（１）提出のみの方＝内容が記入されてい

て、お預かりするだけのもの

　（２）簡易な申告の方＝①給与や公的年金

のみの収入の方②前記①に該当し、医療費控

除や寄付金控除のある方。なお、簡易な申告

の方で、市役所にお越しいただく場合には、

あらかじめ確定申告書の住所、氏名、扶養控

除、所得金額欄など分かるところは記載し、

筆記具・計算機をご持参ください。市役所で

は、確定申告書（簡易なもの）の記載方法な

どについて疑問等がある方に書き方のアド

バイスを行いますが、確定申告書はご自身で

作成していただきます。

　※申告期間が３月１５日に近づきますと、申

告会場がたいへん混雑するため、お待ちいた

だく場合があります。お早めにお越しくださ

い。

家

庭

福

祉

員

　

家
庭
福
祉
員
と
は
、
保
育
士
・

看
護
師
等
の
資
格
を
持
ち
、
経
験

ババババババババババババババイイイイイイイイイイイイイイククククククククククククククややややややややややややややバイクや
軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽自自自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車車車車車のののののののののののののの廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃車車車車車車車車車車車車車車等等等等等等等等等等等等等等軽自動車の廃車等
４月１日までに
手 続 き を ！

方
　
（
２
）住
宅
を
ロ
ー
ン
な
ど
で
購

入
さ
れ
た
方

　
（
３
）
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再

就
職
し
な
か
っ
た
方

　
（
４
）災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
方

な
ど

市

民

税

都

民

税

　

去
る
１
月　

日
執
行
さ
れ

１５

た
市
長
選
挙
に
お
い
て
再
選

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
私
が
推
進
し

て
ま
い
り
ま
し
た
市
政
構
造

改
革
（
行
政
改
革
・
財
政
改

革
）に
一
定
の
評
価
を
頂
き
、

今
後
と
も
改
革
を
進
め
よ
と

の
判
断
を
頂
い
た
も
の
と
受

け
止
め
て
い
ま
す
。
今
後
と

も
真
面
目
に
精
一
杯
市
政
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の

で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
先
日
、
来
る
３
月　
１０

日
か
ら
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
ノ

で
開
催
さ
れ
る
冬
季
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
に
出
場
す
る
市
内

在
住
の
野
島
さ
ん
が
市
役
所

を
訪
問
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。
彼
の
出

場
す
る
種
目
は
滑
降
と
ス
ー

パ
ー
大
回
転
で
、
両
競
技
と

も
か
な
り
ス
ピ
ー
ド
が
出
る

と
の
こ
と
。
と
り
わ
け
滑
降

は
時
速
１
０
０
㌔
㍍
近
く

出
る
そ
う
で
す
。　

歳
の
と

１７

き
に
交
通
事
故
で
下
半
身
が

不
自
由
に
な
り
、　

歳
の
と

３２

き
に
ス
キ
ー
を
始
め
、
４
年

後
の
長
野
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

代
表
選
手
に
選
考
さ
れ
ま
し

た
が
、
公
式
練
習
中
に
転
倒

し
て
欠
場
、
け
が
か
ら
復
帰

す
る
も
の
の
、
ソ
ル
ト
レ
イ

ク
に
は
僅（
き
ん
）差
で
選
考

か
ら
外
れ
た
そ
う
で
す
。

　

８
年
越
し
の
夢
を
か
な
え
、

厳
し
い
レ
ー
ス
を
戦
お
う
と

す
る
野
島
さ
ん
の
表
情
は
す

が
す
が
し
く
、
夢
を
努
力
で

か
な
え
た
充
実
感
で
満
ち
て

お
い
で
で
し
た
。
最
高
の
滑

り
で
勇
気
と
感
動
を
私
た
ち

に
届
け
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。


